
ウェブルートセキュアエニウェアビジネスソリューション契約書 

 

このウェブルートセキュアエニウェアビジネスソリューション契約（以下、「本契約」ま

たは「本契約書」）は、お客様（以下、「お客様」）と WEBROOT INC.（お客様が米国ま

たはカナダにお住まいの場合）または WEBROOT INTERNATIONAL LIMITED（お客

様が北米以外にお住まいの場合）（以下、「ウェブルート」）の間の法的な契約です。「お客

様」とは、セキュアエニウェアビジネスソリューション（以下に定義）をご自身でまたは

従業員もしくは代理人として法人のために使用（または使用を促進）される場合の個人

（ご自身）または当該法人を言います。個人のお客様は、セキュアエニウェアビジネスソ

リューションを法人のために使用される場合は、本書に同意される方が当該法人のために

本契約を締結する正当な権限を有し、本契約が当該法人によって承認され当該法人を法的

に拘束する有効な義務となり、当該法人に対して強制力のあるものであることを保証する

ものとします。 

 

 「同意する]をクリックしまたはその他の方法により本契約の条件に対する同意を示すこ

とにより（これらに該当する行為が行われた最初の日を「発効日」といいます。）、お客様

はこの契約書を読み、理解し、これに拘束されることに同意したものとみなされます。本

契約書に同意しない場合、お客様によるセキュアエニウェアビジネスソリューションの使

用は目的に関わらず許可されないので、ソフトウェアのインストールは禁止されます。  

 

１．セキュアエニウェアビジネスソリューション．「セキュアエニウェアビジネスソリュ

ー ション」とは、ウェブルートのソリューションで、(a)1 つまたは複数のコンピュータ

やモバイル機器（以下、個別に「デバイス」または「機器」）にインストールされたウェ

ブルートクライアントソフトウェア（以下、「本ソフトウェア」）と(b)ウェブルートのオン

ラインポータル、コンソールその他インターネットを通じてお客様に提供される特定のサ

ービスや機能（以下、「オンラインサービス」）で構成されます。なお、マニュアル、指示

書、その他ウェブルートがお客様に提供するドキュメントや資料で、セキュアエニウェア

ビジネスソリューションの構成、統合、操作または使用について記述した文書、資料を

「サービスドキュメント」といいます。  

 

２．ライセンスおよびアクセス権 

a. ソフトウェアライセンス．セキュアエニウェアビジネスソリューションは、お客様のパ

ソコン用のデスクトップソフトウェア（以下、「デスクトップソフトウェア」）または、お

客様のモバイル機器用のモバイルソフトウェア（以下、「モバイルソフトウェア」）となり

ます。ウェブルートとその再販売業者や販売店は、デスクトップソフトウェアとモバイル



ソフトウェアを個別に、またはバンドルして販売する場合がありますが、お客様に使用が

許可されるのは、お客様が該当する料金を支払い、有効なライセンスキーを受け取った種

類のソフトウェア製品のみになります（以下の第 5 項に該当するソフトウェアは除きま

す）。本契約書またはサービスドキュメントに特に明記のない限り、本契約書 内のすべて

の条件はデスクトップソフトウェアとモバイルソフトウェアの両方に適用され、「本ソフ

トウェア」と記載されている場合はこの両方 のソフトウェアを指します。お客様が本契

約書の第 3 項、第 4 項及び第 12 項に従うことを条件として、ウェブルートは、 以下

の非排他的、譲渡不可、サブライセンス不可の権利を、契約期間中お客様に対して付与し

ます。 

 

 1． デスクトップソフトウェアユーザー：お客様の社内の事業目的に、お客様の該当機

器にデスクトップソフトウェアをインストールして使用できます。 

 2． モバイルソフトウェアユーザー：お客様の社内の事業目的に、お客様の該当機器に

モバイルソフトウェアをインストールして使用できます。 

 

 b. オンラインサービスに対するアクセス．セキュアエニウェアビジネスソリューション

の一部としての本ソフトウェアに関連して、オンラインサービスにアクセスすることがで

きます。 特定のオンラインサービスは、ウェブルートのオンラインポータルである 

https://my.webrootanywhere.com またはその後継ウェブサイト（以下、「ウェブルートポ

ータル」）を通じてアクセスすることができます。お客様が本契約書の第 3 項、第 4 項及

び第 12 項に従うことを条件として、ウェブルートは、契約期間中、お客様ご自身の内部

的な業務目的のために、お客様が取得されたライセンスに応じ、デスクトップソフトウェ

アまたはモバイルソフトウェアに関連してオンライン サービスを利用できるようにする

べく、商業上合理的な努力をいたします。 

 

 c. サービスドキュメント．お客様が本契約書の第 3 項、第 4 項及び第 12 項に従うこ

とを条件として、ウェブルートは、お客様に対して、お客様によるセキュアエニウェアビ

ジネスソリューションの正当な使用に関連して、合理的に必要な数量のサービスドキュメ

ントをダウンロードし、それを専ら客様ご自身の内部的な業務目的のために使用する権利

を許諾いたします。この権利は、非独占、譲渡不可、且つ再許諾禁止といたします。  

 

d. 将来の機能．お客様は、セキュアエニウェアビジネスソリューションとサービスドキュ 

メントにつきお客様に許諾されたライセンスとアクセス権は、ウェブルートが将来の機能

を提供することを条件とするものではなく、将来の機能に関しウェブルートが口頭または

書面で公表するコメントに依拠するものでもないことに同意いたします。  

 



 

３．制限事項．お客様は、本ソフトウェアとセキュアエニウェアビジネスソリューション

を、 本契約書、サービスドキュメント、およびお客様が本ソフトウェアを入手した際に

提示された購入/注文文書（以下、「注文文書」）に従ってのみ使用できます。注文文書に

は、契約期間、サーバー（機器及びバーチャル）、CPU、対象端末、ユーザー、複製、デ

バイス、使用分野、使用、および請求に関する制限、その他の制限事項が記載されている

場合があり、お客様はこのような制限事項すべてに従うことに同意するものとします。本

第 3 項に規定されたこれらの条件と制 限の一部はウェブルートのライセンスの定義とガ

イドラインの補足書 3 で定義されており、英語版は以下で、その他の言語のバージョン

は、ウェブルートが提供する他の URL で閲覧できます（以下「補足書」）。 

http://www.webroot.com/us/en/company/about/licensing-definition-guidelines  

補足書の条件は本契約の一部を構成するものとします。再販売業者/販売店が提供する定義

が補足書の定義に反する場合は、補足書の定義が優先するものとします。セキュアエニウ

ェアビジネスソリューションの入手先により、また、デスクトップソフトウェアとモバイ

ル ソフトウェアのどちらのライセンスをお持ちかにより、注文文書は、(a)本ソフトウェ

ア製品のパッケージ、 オンラインのショッピングカート、 お客様がソフトウェアをダウ

ンロードしたアプリストア、 マーケットプレースその他のサイトやサービス（以下、「ア

プリストア」）の購入規約、または、その他の再販売業者/販売店の規約に含まれるか、ま

たは(b)ウェブルート、 アプリストアのプロバイダー、またはその他の再販売業者/販売店

によってお客様に直接提示されます。  

 

４．使用条件．本項は、お客様がセキュアエニウェアビジネスソリューションを使用する

場合の条件となります。 お客様は次の行為を行うことはできません：  

(a)セキュアエニウェアビジネスソリューションまたはサービスドキュメントの複製、変

更、 派生物の作成をすること（本書第 2.c 項により許される限度でのサービスドキュメ

ントの複製を除きます。）  

(b)セキュアエニウェアビジネスソリューションを貸渡し、売渡し、再許諾、譲渡、公表、

移転またはその他の方法により第三者にその使用を許すこと（これらの行為をインターネ

ット上で行い、またはタイムシェア、サービス・ビューロー、SaaS、クラウド、その他の

技術またはサービスに関して行う場合を含みますが、これらに限りません。） 

 (c)リバースエンジニアリング、逆アセンブル、デコンパイルその他の方法によりセキュ

アエニウェアビジネスソリューションのソースコードを取り出し、またはそれへのアクセ

スを試みること  

(d)セキュアエニウェアビジネスソリューション内のセキュリティもしくは保護のメカニズ

ムを回避もしく破棄し、または有効なアクセス証明を使用せずにセキュアエニウェアビジ

ネスソリューションにアクセスし、または使用すること  



(e)インプット、アップロード、伝送、その他の方法によりセキュアエニウェアビジネスソ

リューションに対し、またはセキュアエニウェアビジネスソリューションを通じて、違

法、有害、 または悪意あるもしくは有害なコードを含み、伝送し、または起動する情報

もしくは資料を提供すること  

(f)セキュアエニウェアビジネスソリューション又はウェブルートによる第三者に対するサ

ービスの提供の全部又は一部につき、何らかの態様で棄損し、乱し、無効化し、加害し、

妨害し、その他の害を生じさせること 

 (g)セキュアエニウェアビジネスソリューションまたはサービスドキュメントについての 

またはこれらに関する著作権、商標、特許その他の知的財産権又は専有権利の表示を削除

し、除去し、変更し、または不明瞭化すること  

(h)第三者の知的財産権その他の権利を侵害し、冒用し、または DDOS attack の実行の目

的など適用法令違反となる一切の目的または態様で、セキュアエニウェアビジネスソリュ

ーションまたはサービスドキュメントにアクセスしもしくは使用すること  

(i)競業のための分析目的で、セキュアエニウェアビジネスソリューションのベンチマーク

もしくはストレステストの目的で、または競合ソフトウェアもしくはサービスの開発、提

供もしくは使用の目的で、セキュアエニウェアビジネソリューションにアクセスしもしく

は使用すること 

(j)以下のいずれかのものの設計、製作、メインテナンスまたは操作においてまたはこれら

に伴って、セキュアエニウェアビジネスソリューションにアクセスし、または使用するこ

と：(1) 有害な環境、システムまたはアプリケーション、(2) 安全応答システムまたは重

大な安全にかかわるアプリケーション、(3) セキュアエニウェアビジネスソリューション

の使用または故障 が生命または財産上の被害に至る可能性のある使用またはアプリケー

ション 

(k)その他本書第 2 項で許諾された範囲を超えてセキュアエニウェアビジネスソリューシ 

ョンまたはサービスドキュメントにアクセスしもしくは使用すること。お客様は、お客様

の内部での使用者が以上の条件を順守することにつき責任を負うものとします。使用者

は、さらに補足書の記載のとおり、対象端末が該当する個人として特定されます。  

 

５．体験版： ウェブルートは、セキュアエニウェアビジネスソリューションをお客様の

評価用に提供する場合があります（以下、「体験サービス」）。お客様による体験サービス

の使用については、本第 5 項により修正された本契約が適用されます。体験サービスを

使用される場合、お客様のライセンスは、注文文書に指定されている体験期間中（期間が

指定されていない場合は発効日から 30 日間）（以下、「体験期間」）、セキュアエニウェア

ビジネスソリューションを生産 活動を行わない環境において体験の目的のみに使用する

ことに限定されます。体験期間の終了とともに、体験サービスとセキュアエニウェアビジ

ネスソリューションの使用権は自動的に 消滅し、体験サービスの機能が制限される場合



があります。お客様は本ソフトウェアとその複製すべてを、即時に削除することに同意す

るものとします。体験期間終了後も継続してセキュアエニウェアビジネスソリューション

を使用することを希望される場合は、その使用権を取得する必要があります。体験サービ

スは、現状（AS IS）で提供されるものであり、一部の機能が完全には装備されていない場

合や、完全には動作しないようにされている場合があります。ウェブルートは、体験サー

ビスに関していかなる保証も行いません。ウェブルートは、本契約に基づくと否とを問わ

ず、体験サービスを継続して提供することを保証するものではありません。  

 

６．アップグレード． 本ソフトウェアまたはオンラインサービスのすべてのアップグレ

ードは、 本契約の条件、および当該アップグレードとともに提示されるその他の条件に

従うものとします。  

 

７．サポート． ウェブルートは、デスクトップソフトウェア（体験サービス用を含む）

につき、 ウェブベースのサポート、電話によるサポート、およびオンラインのセルフヘ

ルプサポートを提供します。モバイルソフトウェア（体験サービス用を含む）について

は、オンラインのセルフヘルプとフォーラムによるサポートのみを提供します。すべての

サポートは、期間中に限り、ウェブルートの標準のサポート規定または手続に従って提供

されます。  

 

８．ログイン情報． ウェブルートポータルとセキュアエニウェアビジネスソリューショ

ンのその他の特定の機能を使用するには、ウェブルートにお客様の電子メールアドレス、

電話番号、 およびパスワード（以下、「ログイン情報」）を登録する必要があります。お

客様のログイン情報を使用して行った行為については、お客様が全責任を負うものとしま

す。お客様は、お客様のログイン情報またはアカウントが不正使用されたことを発見した

場合は、直ちにウェブルートに通知しなければなりません。お客様は、ウェブルートが、

本契約および 現在 http://www.webroot.com/us/en/legal/privacy において開示されてい

る  

Webroot SecureAnywhere Privacy Statement（ウェブルートが更新する場合があります）

その他のウェブルートの Privacy 声明（以下、「Privacy 声明」）に準拠してログイン情報

を使用することに同意するものとします。オンラインサービスとウェブルートポータルの

使用については、ウェブルートポータルに提示される追加の条件が適用される場合があり

ます。  

 

９．ウェブルートデータベースおよびネットワークイシュー．  

a．本ソフトウェアが稼働し、ウェブルートの１またはそれ以上のオンラインデータベース

（以下「ウェブルートデータベース」）と交信するためには、各デバイスにつきアクティ



ブなインターネット接続が必要です。お客様にアクティブなインターネット接続がない場

合は、一定の機能（プログラムのスキャンや、脅威とその削除に関する指示の受信などが

含まれますが、これに限定されません。）は、作動しません。さらに、お客様に SMS 機能

がない場合は、一定のモバイル・ソフトウェアの機能（たとえば、喪失デバイス機能、コ

ール/SMS ブロッキング、ポータ ル・サイド・ペアレンタル・コントロール)は作動しま

せん。また、本項およびウェブルートの Privacy 声明に記載の目的のために、本ソフトウ

ェアが一定の個人データをウェブルートデータベースに送信する場合があります。  

b.セキュアエニウェア ビジネスソリューションで使用するすべてのデバイスにつき、イン

ターネット接続とデータ接続、および SMS 機能を維持する責任はすべてお客様が負うも

のとします。お客様は、インターネット接続や SMS 機能を通じてアクセスしまたは使用

するウェブルートデータベースおよびその他のサービスが、お客様のインターネットサー

ビスプロバイダーの料金を要しまたはプロバイダーのダウンタイムによって影響を受ける

可能性があることを了承するものとします。 

c.お客様とウェブルートの間では、ウェブルートのみが、セキュアエニウェアビジネスソ

リューションの操作、提供、メインテナンス及び管理について全面的な支配権を有するも

のとします。 これには、以下のものが含まれますが、これらに限定されません： 

 

(1)ウェブルートのソフトウェア、ハードウェア、サーバー、データベース、システムおよ

びインフラ、  

(2)米国内外、またはお客様またはお客様のシステムが所在する国の国外においてセキュア

エニウェアビジネスソリューションが作動する場所、  

(3)サポートサービスとメインテナンス、アップグレード、修正、修理の実行。以上にかか

わらず、お客様は、ウェブルートのポータルを通じて形成され、お客様の技術的インフラ

による一定の要求に最も適合する環境を選定することができるものとします。 

 

10．個人データ．セキュアエニウェア ビジネス ソリューションは、お客様による（法人

の場合は、権限を有する使用者による）セキュアエニウェアビジネスソリューションの使

用にかかわる一定の個人データを収集することがあります。ウェブルートは、これらの個

人データを Privacy 声明に則って取扱います。 

 

ウェブルートはお客様の個人データを米国内およびその他の国に所在するウェブルートの

施設 に転送する場合があります。本契約書に同意し、またはセキュアエニウェアビジネ

スソリューションに接続しもしくは使用することで、お客様はログイン情報その他のお客

様の（およびお客 様の権限ある使用者の）個人データがこのように転送または処理され

ることに同意し、それが本契約の履行に必要であることを承認したこととなります。お客

様の（およびお客様の権限ある使用者の）個人データは、お客様の所在地における場合と



同じ管理に服するとは限らないことにご留意ください。お客様は、以上に規定されたお客

様の（およびお客様の権限ある使用者の）個人データが使用されること（米国内外への情

報の転送と処理が含まれます）に同意するものとします。お客様はウェブルートに対し、

ウェブルートによるお客様の（およびお客様の権限ある使用者の）個人データの使用に対

する同意がお客様の自由意思でなされたものであることを承認します。 

 

11．隔離、削除、無効化の機能．お客様が使用できるセキュアエニウェアビジネスソリュ

ーションの機能には以下が含まれています（または、アップグレードによって含めること

ができます）。 

 

 a．お客様のデバイス上に所有することが望ましくない可能性のあるソフトウェア（以

下、 「望ましくない可能性のあるソフトウェア」）のインストールを自動的にブロックお

よび/または隔離すること。この機能では、望ましくない可能性のあるソフトウェア以外の

ソフトウェアがブロック/隔離されたり、デバイス上の他のソフトウェアが無効になった

り、これらのソフトウェアの使用許諾契約違反となったりする場合があります。  

 

b．お客様のデバイスの空きハードドライブ容量、またはお客様のデバイス上のすべてま

たは一部のコンテンツを消去または「ワイプ」すること。これには一切のアプリケーショ

ン、写真、音楽、連絡先、その他のコンテンツが含まれますが、これらに限定されません

（以下、「削除されたコンテンツ」）。この機能を使用すると、すべての削除されたコンテ

ンツが永久的に消去され、回復できなくなります。 

 

c．モバイルソフトウェアユーザーの場合（以上 a、b のほかに）：(1)コンテンツを回復で

きないように、モバイル機器を工場出荷時の初期設定に復元すること。(2)モバイル機器の

一部またはすべてを無効にすること。モバイル機器を再有効化するには、お客様のモバイ

ル通信会社やモバイル機器の製造会社が保有しないパスワードを使用する必要がありま

す。ウェブルートはこのような回復サービスを提供することがあります。  

 

お客様は、これらの機能の影響を認め、ご自身の判断でこれらの使用の是非を決定するも

のとします。これらのリスクを冒すことをご希望でない場合は、セキュアエニウェアビジ

ネス ソリューションを使用しないでください。ウェブルートは、削除されたコンテンツ

やデータの喪失、 アクセスの喪失、あるいはセキュアエニウェアビジネスソリューショ

ンの使用または誤用から生じるその他の問題や損失に関し、いかなる法的責任も負いませ

ん。 

 

 



 12．料金． 

a．総則．お客様は、ウェブルート、またはお客様にセキュアエニウェアビジネスソリュー 

ションを提供した第三者（以下、「リセラー」）に対し、注文文書に指定されている料金 

（以下、 「料金」）を支払う義務を負います。本契約書、注文文書、または補足書におい

て別に規定された場合を除き、(1) すべての支払い義務は取り消しできず、すべての料金

は返還されないものとし、また(2)該当する契約期間中は、購入されたライセンス数量を減

らすことはできないものとします。お客様がウェブルートからライセンスを購入したとき

は、注文文書に異なる記載がない限り、購入後 30 日内にウェブルートに料金を支払わな

ければならないものとします。本契約における支払い金額は、すべてお客様がウェブルー

トに対して、理由の如何にかかわらず、相殺、 控除、デビット、および留保無しに全額

を支払わなければなりません。ただし、適用される法令 により要求される源泉税の控除

は除かれます。お客様は、本契約を順守していることを確認する ために、ウェブルート

またはその代理人がお客様の関係文書を監査することを認めるものとします。 

 

b．租税．本契約による客様の料金その他のすべての支払いは、税金その他の類似の賦課

金 を含まないものとします。お客様は、連邦、州、地方、又は規制当局が本契約におけ

るお客様の支払い額に課する売上税、使用税、消費税その他の類似の租税、関税その他の

一切の種類の賦課金（ウェブルートの収入に対して課される税金を除きます。）の納付に

つき責任を負うものとします。  

 

13．権利の保有．セキュアエニウェア ビジネス ソリューション、サービスドキュメン

ト、および成果データならびにこれらの派生作品に対する一切の権利と権原は、これらに

おけるもしくはこれらから生ずる知的財産（特許、著作権、商法権、または営業秘密に当

たると否とを問いません）を含め、すべてウェブルート、ウェブルートに対する許諾者お

よびオープンソースソフトウェアもしくはサードパーティソフトウェア（それぞれ第 25 

項で定義されています）の 権利保持者に帰属します。第 2 項及び該当するオープンソー

スライセンスまたはサードパーティライセンスにおいて明文で規定されているところを除

き、お客様は、セキュアエニウェアビジネスソリューション（オープンソースソフトウェ

アおよび サードパーティソフトウェアを含みます）については、いかなる権利、ライセ

ンス、権限も保有しません。セキュアエニウェアビジネスソリューションにつきお客様に

許諾されていない一切の権利は、ウェブルートおよびオープンソースソフトウェアもしく

はサード パーティソフトウェアの著作権保持者に留保されています。なお、「成果デー

タ」とは、お客様のデータの処理においてセキュアエ ニウェアビジネスソリューション

により得られる情報またはデータを意味し、成果データのみではお客様の個人データを取

り出すことができないという意味で、お客様の個人データとは 別異のものとなります。  

 



14．製品の変更．ウェブルートは、契約期間中いつでも（「契約期間」は以下に定義され

ます。）、 セキュアエニウェアビジネスソリューションの機能性を大幅に低下させないと

の条件で、お客様への通知なしに、セキュアエニウェアビジネスソリューションのいかな

る特性についても、これを中止または変更することができるものとします。  

 

15．契約期間． 本契約は発効日に開始され、注文文書に指定されている当初の契約期間

（注 文 文書に契約期間が指定されていない場合、デフォルトの当初契約期間は 1 年間）

（以下、「当初 契約期間」）継続します。お客様がセキュアエニウェアビジネスソリュー

ションのご契約をウェブルートからオンラインで購入し（または、お客様がウェブルート

への申込みをオンラインで更新し）、自動更新を拒絶しなかった場合は、お客様のご契約

は、購入時にお客様に提示された自動更新の条件に従い、契約期間満了時に、その時の料

金で自動的に更新されます。お客様が、 ご契約をオンラインによらずに、ウェブルート

またはリセラーから購入された場合は、お客様またはウェブルートが更新時の 30 日以上

前に更新しない意図を相手方に通知しない限り、お客様のご契約は、当初契約期間または

更新期間の満了時に、1 年の期間ごとに自動的に更新されます。すべての更新には、ウェ

ブルートまたはリセラーに対する所定の料金の支払いが必要とな ります。なお、当初契

約期間及び各更新期間を合わせて、「契約期間」と称します。 

 

16．契約の停止と終了契約終了後の効力、製品の終了． 

 

a．契約の変更．ウェブルートは、お客様にセキュアエニウェアビジネスソリューションを

介して通知をして、本契約することができるものとします。変更された契約に同意し、ま

たは契約が 修正された旨の通知を受領後にセキュアエニウェアビジネスソリューション

を使用した場合、お客様は変更された契約に同意したものとみなされます。 

 

b．契約の停止と解約．以下のいずれかの場合には、ウェブルートは、直接または間接

に、無効化のデバイスの使用またはその他の適法な手段により、お客様に対して何らの責

任または義務を負うことなく、セキュアエニウェアビジネスソリューションまたはサービ

スドキュメントの全部または一部へのアクセスまたは使用を禁止することができるものし

ます。 

 

(1)ウェブルートが、司法またはその他の政府機関から、かかるアクセスまたは使用禁止の

措置の要求、命令、召喚その他の法的要請（当該要請を合理的に推認できる場合を含む）

を受けた場合、  

(2)お客様がウェブルートから契約修正の通知を受けて、修正契約の条件を拒絶した場合、 

(3)本契約が法律または第三者のサービス条件により何らかの制限を受けた場合、 



(4)ウェブルートが以下の判断をする場合：(i)お客様が本契約の条件に違反しまたは従わ

なかったこと、または許諾された範囲を超えてもしくは本契約において明文で承認された

目的以外の目的のためにセキュアエニウェアビジネスソリューションにアクセスまたは使

用したこと、 もしくは(ii)お客様が詐欺的または違法な行為（DDOS アタックを含みま

す）を行いまたはそのおそれがあること、 

(5)本契約の期間が終了しまたは本契約が解除された場合。 本第 16.b 項は、法令上また

は本契約においてウェブルートが有する他の権利を制限するものではありません。料金を

支払い期限に支払わない場合、契約違反となります。 

 

c．契約終了後の効力．以下の条項は、本契約終了後も効力を有するものとします。 第 3 

項（制限事項）、第 4 項（使用条件）、第 8 項（ログイン情報）、第 10 項（個人デー

タ）、第 11 項（隔離、削除、無効化の機能）、第 12 項（料金）、第 13 項（権利の保

有）、第 16.b 項（契 約の停止と解約）、第 16.c 項（契約終了後の効力）、第 17.b 項

（保証責任の排除）、第 19 項（責 任制限）、第 20 項（米国政府のエンドユーザーのみ

を対象とする事項）、第 21 項（輸出）、第 22 項（準拠法、管轄裁判所）、第 23 項（危

険性の高い活動）、第 25 項（オープンソース ・ソフト ウェア）、および第 26 項（一般

規定）、第 27 項（使用条件）、第 27.g 項（法令順守、個人情報）、 第 27.i 項（お客様

による補償の義務）。  

 

この契約が解約された場合、または更新されなかった場合は、ウェブルートは、解約また

は期間満了日の 45 日経過日以降はいつでも、お客様の個人データを、消去することがで

きるものとします。 

 

d．製品の終了．セキュアエニウェアビジネスソリューションの提供は、ウェブルートの

製品 の終了に関するポリシーに従うものとします。このポリシーは、以下において入手

可能です。        

https://www5.nohold.net/Webroot/Loginr.aspx?pid=10&login=1&app=vw&solutionid=91

9. 

17．限定的保証および保証責任の排除． 

 

a． 限定的保証： 発効日から 30 日の間（以下、「保証期間」）、ウェブルートは、セキュ

アエニウェアビジネスソリューションが本契約により許可されところに従って使用される

場合には、 実質的にサービスドキュメントに従って作動することを保証します。この保

証の違反の場合の ウェブルートの唯一の義務（及びお客様の排他的な権利）として、ウ

ェブルートは、自社の裁量により、以下のいずれかの措置をとるために商業的に相当な努

力をするものとします：（1）報告 された不具合を是正するエラー解決または回避をお客



様に提供、（2）セキュアエニウェアビジネスソリューションの不具合部分を整合するもの

に取り換え、または（3）ウェブルートが、以上の方法を相当期間内に実施することが現

実的でないと判断するときは、契約を解除してセキュアエニウェアビジネスソリューショ

ンの料金を返金。保証期間内に通知がないときは、ウェブルートは、保証要求に対する責

任を負わないものとします。以上のウェブルートの保証は、以下の場合には適用されない

ものとします： (i)セキュアエニウェアビジネスソリューションがサービスドキュメント

に従って使用されなかったとき、(ii) お客様または第三者がセキュアエ ニウェアビジネス

ソリューションに変更を加えたとき、(iii) 事故またはお客様による乱用もしくは不適切な

使用によるとき、(iv)体験サービスまたは無償もしくは体験ベースで提供されたその他の

もの。 

 

b．保証責任の排除．本契約書に明示的に記載されている場合を除き、セキュアエニウェ

アビジネスソリューションは現状で提供されており、ウェブルートとウェブルートに対す

る権利許諾者は、明示、黙示を問わず、また法令によると否とを問わず、第三者の権利の

非侵害、権利、特定目的適合性、機能性、商品性に関する保証その他一切の保証を明示的

に排除します。セキュアエニウェアビジネスソリューションにエラーがないこと、アクセ

スが継続的で中断がないことの保証もありません。アンチマルウェア、セキュリティおよ

びデバイス位置情報のサービスは、 100%の検出率や成功率を保証できるものではありま

せん。ウェブルートは、セキュアエニウェアビジネスソリューションが望ましくない可能

性のあるソフトウェアを検出または隔離できなかったことから生じるいかなる損害や損失

についても責任を負いません。 

 

c．法律上の権利．お客様は、法律で定められた他の権利を行使できる場合があります。た

だし、 法律で認められる限り、法律で義務付けられている保証は上記の保証期間内に 限

定されます。 

 

d．第三者の承認．一定のデバイスにおいてセキュアエニウェア ビジネス ソリューショ

ンを利 用するには、第三者の証明または認証が必要な場合があります。そのような証明 

11 および認証 の取得、維持についてはお客様が責任を負い、ウェブルートは、何ら責任

を負わないものとしま す。 

 

18．権利侵害を理由とする請求に対する防御．  

 

a．防御．ウェブルートは、セキュアエニウェアビジネスソリューションが米国の特許もし

くは著作権を直接侵害し、または米国の統一営業秘密法において認められた営業秘密を侵

害するとの主張により、第三者からお客様に対して請求がなされた場合、当該請求に対し



ウェブルートの費用負担で防御し、特に当該請求に帰するものとして最終の判決で下され

た損害と費用、又は 当該請求における和解において合意された損害と費用を支払うもの

とします。  

b．防御の条件．この第 18 項におけるウェブルートの責任は、お客様が、(1)請求のあっ

たことを知得後当該請求を速やかに書面によりウェブルートに通知し、(b)請求に対する 

防御および関 係する和解交渉の裁量権を全面的にウェブルートに与え、且つ(c)防御にお

いてウェブルートに 協力し、ウェブルートの要請があるときはウェブルートの費用負担

でウェブルートを支援することを条件とします。 

 

c．損害の拡大回避．本第 18 項により防御がなされるべき請求があったとき、またはそ

の恐れがあるものとウェブルートが判断するときは、ウェブルートは、その選択により、

以下のいずれかの措置を取ることができるものとします。(1)セキュアエニウェアビジネス 

ソリューションまたはその機能もしくは構成要素を修正して、非侵害のものとし、または

これに代わる機能的に同等のサービスをお客様に提供すること、(2)お客様がセキュアエニ

ウェアビジネスソリュー ションの使用を継続できるようにするために、第三者から該当

する知的財産権のライセンスを取得すること、(3)お客様に書面による通知をしてのセキュ

アエニウェアビジネスソリュー ションの契約を終了させ、侵害部分につき前払いされた

料金のうち残存契約期間に対する部分を返金すること。 

 

d．限定と除外．以上の定めにかかわらず、ウェブルートは、以下の理由による侵害請求

については、本第 18 条その他の理由による義務を負わないものとします： (1) セキュア

エニウェアビジネスソリューションが本契約に反して使用され、または注文文書もしくは

サービスドキュメントに記載の範囲外の目的に使用された場合、(2)お客様に提供される最

新のリリース以外のセキュアエニウェアビジネスソリューションを使用した場合、(3)ウェ

ブルート、その権限 ある代理店または契約業者以外の者がセキュアエニウェアビジネス

ソリューションを修正し た場合、または(4)セキュアエニウェアビジネスソリューション

を第三者の製品またはサービスと組み合わせ、またはそれを使用した場合。 

 

e．唯一の救済．この第 18 項の規定は、ウェブルートが防御の義務を負う知的財産権侵

害の主張に基づく請求またはそのおそれについてのお客様のウェブルートに対する唯一の

権利およびウェブルートの唯一の義務を定めたものです。ウェブルートはお客様に対し

て、以上の請求につき、 本第 18 項の規定を除き防御及び補償の義務を負わないものと

します。  

 

 

 



19．責任制限． 

 

a． 損害の除外．法律で認められる限り、本契約において、ウェブルート、その関係会社

およびウェブルートに対する権利許諾者は、お客様または第三者に対して、契約違反、不

法行為（過失に基づくものを含む）、厳格責任、その他のいかなる法的根拠においても、

損失や損害の 可能性を知らされていた場合でも、また、そのような損失や損害が予見可

能であった場合でも、以下の損失や損害について責任を負うことはなく、この損害 排除

は、お客様の制限的 な権利がその基本的な目的を達することができない場合でも、 適用

されるものとします。  

 

(1)増加費用、価値の低下、取引、生産、収入または利益の喪失 、(2)グッドウィルまたは

信用の喪失、(3) セキュアエニウェアビジネスソリューションの中断または遅延、(4)デー

タの喪失、 毀損、リカバリー、またはデータもしくはシステムセキュリティの侵害、(5)

代替品またはサービスの調達費用、および(6) 結果的損害、偶発的損害、間接損害、懲罰

的損害、特別損害、および損害の増加。 

 

b．責任の上限．本契約に関しまたは本契約から生ずるウェブルート、ウェブルートに対

する権利許諾者、ウェブルートの取締役、役員、従業員および代表者の責任は、契約違

反、不法行為（過失に基づくものを含む）、厳格責任、その他のいかなる法的根拠による

場合でも、お客様が該当する契約期間中にウェブルートの支払った料金の額を超えないも

のとします。この損害額の限定は、お客様の制限的な権利がその基本的な目的を達するこ

とができない場合でも、適用されるものとします。 

 

20．米国政府のエンドユーザーのみを対象とする事項． 米国政府のエンドユーザーに関

する場合に限り、セキュアエニウェアビジネスソリューションは 48 C.F.R. 2.101 に規定

されている 「商品」であり、48 C.F.R. 12.212 の「商用コンピュータソフトウェア」およ

び「商用コンピュータソフトウェア ドキュメント」で構成されています。48 C.F.R. 

12.212 および 48 C.F.R. 227.7202-1 から 227.7202-4 に従い、すべての米国政府エンドユ

ーザーは、セキュアエニウェアビジネスソリューションにつきこれらの条項に規定された

権利のみを取得します。 

 

21．輸出．本ソフトウェアは米国輸出規制法規の対象となり、米国以外の輸出入関連法規

の対象 となる場合があります。お客様は、これらの法規を厳格に順守し、本ソフトウェ

アを 核兵器、 化学兵器、生物兵器、またはミサイル技術に転換しまたはこれらのために

使用しないことに同意するものとします。お客様は、本項の違反から生じる一切の請求、

損害、損失および費用（弁護 士費用を含みますが、これに限定されません。）につき、ウ



ェブルートおよびその権利許諾者に対して補償し、何ら損害を負わせないものといたしま

す。 

 

22．準拠法、管轄裁判所． 本契約に関連する一切の行為につき、お客様は、その所在地

に応じて、以下の準拠法、専属管轄および裁判地に同意するものとします： a．お客様が

アメリカ合衆国またはカナダに所在の場合：本契約はコロラド州法（法の抵触に関する法

律を除きます。）に準拠します。お客様は、セキュアエニウェアビジネスソリューション

もしくは本契約に関するお客様によるまたはお客様に対する一切の請求について、コロラ

ド州デンバー郡およびデンバー市に所在の連邦と州の裁判所の排他的な人的管轄と裁判地

に同意 するものとします。 b．お客様が日本に所在の場合：本契約は日本法（法の抵触

に関する法律を除きます。）に準拠します。お客様は、セキュアエニウェアビジネスソリ

ューションもしくは本契約に関するお客様によるまたはお客様に対する一切の請求につい

て、東京地方裁判所の排他的な管轄に同意するものとします。 c．お客様がアメリカ合衆

国、カナダ、日本以外に所在の場合：本契約はアイルランド法（法の 抵触に関する法律

を除きます。）に準拠します。お客様は、セキュアエニウェアビジネスソリューションも

しくは本契約に関するお客様によるまたはお客様に対する一切の請求について、アイルラ

ンド、ダブリン市に所在の裁判所の排他的な人的管轄と裁判地に同意するものとします。 

d．本契約には国際物品売買契約に関する国連条約を適用せず、同条約の適用は明示的に

排除されるものとします。 

 

23．危険性の高い活動．お客様は、セキュアエニウェアビジネスソリューションが危険性

の高い活動や厳格責任の生ずる活動（航空または宇宙旅行、技術的な建築物または構造物

の設計、発電所の設計または運営、あるいは生命維持または緊急医療措置などを含みます

が、これらに限定されません。）に使用することを意図していないことを了承し、これに

同意するものとします。 ウェブルートは、危険性の高い、または厳格責任を生ずる活動

におけるソフトウェアの使用につき何らの保証もしないものとし、また、このような使用

から生じた結果に対して何ら責任を負わないものとします。 

 

24．不可抗力．本契約のいずれの当事者も、ストライキ、封鎖、戦争、テロ行為、暴動、

自然災害、電力供給/通信/データネットワーク/データサービスの中断または低下、政府機

関による許可または認可の拒否その他当該当事者が合理的な支配のできない事象による本

契約上の義務の履行の遅延または不能（ただし金銭の支払いの不履行を除きます）につい

ては、相手方に対して責任を負わないものとします。 

 

25．オープンソースソフトウェア．セキュアエニウェアビジネスソリューションには、限

定的サードパーティライセンスの条件または公開無償のオープンソーソフトウェアライセ



ンスの条件の対象となるコンポーネント（以下、それぞれ「サードパーティソフトウェ

ア」および「オープンソースソフトウェア」）が含まれ、またはそれと共に提供される場

合があります。 ウェブルートが 頒 布 す る オープンソースソフトウェアの英 文リス

トは 、 https://www.webroot.com/us/en/legal/opensource にて確認することができま

す。このような オープンソースソフトウェアに関しては、オープンソースソフトウェア

のライセンスで要求される範囲で、本契約の条件に代わり、当該オープンソースソフトウ

ェアのライセンスの条 件が 適用されます。これには、ソースコードへのアクセス、変

更、またはリバースエンジニアリン グに関する条項が含まれますが、これらに限定され

ません。お客様は、各オープンソースコンポーネントの使用が当該コンポーネントに適用

されるオープンソースライセンスに従うもので あることを認めるものとします。ウェブ

ルートは、これらのオープンソースコンポーネントにつき何ら保証せず、またその使用か

ら生ずる結果につきいかなる責 任も負いません。  

 

26．一般規定． お客様は、本契約の英語版からの翻訳はウェブルートがお客様の便宜の

ためのみに提供しているものであって、翻訳により食い違いが生じた場合は、英語版が優

先することを承認するものとします。本契約の英語版は、以下においてご覧になれます： 

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://wwwcdn.webroot.com/2315/4325/

9906/Webroot_SecureAnywhere_Business_Solution_Agreement_ 23_MAR_17.pdf  

本契約のいずれかの条項が強制不能になった場合、当該条項は法律で認められる範囲で実

行され、他の条項は完全に効力を維持するものとします。ウェブルートはお客様に対し、

(a)本ソフトウェア、(b)ウェブポータル、(c)オンラインサービス、または(d)ウェブルー

トのファイルにあるお客様の電子メールアドレスへの電子メールの送付により、本契約に

関する事項について お客様に対する通知を行うことができるものとします。本契約のい

ずれの当事者も、相手方の事前の書面による同意（同意は不当に拒絶されないものとしま

す）なしに、本契約を譲渡することはできません。ただし、ウェブルートは、合併、資産

譲渡、株式譲渡、 組織再編その他により、関係会社または、本契約の関わる事業または

資産の継承人に対して、本契約または本契約上の権利、義務をお客様の同意なしに譲渡す

ることができるものとします。以上に反する譲渡の試みは無効とします。ウェブルートが

署名した書面による場合を除き、本契約の条項上の権利が放棄されたとみなされることは

ありません。本契約書は、お客様とウェブルートの間の相互理解を完全かつ排他的に記載

したものであり、本契約の対象事項に関する従前のすべての書面または口頭による同意お

よび交信を包含し、または取り消すものです。以上にかかわらず、お客様がセキュアエニ

ウェアビジネスソリューションの使用に関して、ウェブルートが署名した別の 契約を締

結した場合で、当該契約の規定が本契約の条件と異なる場合は、当該別契約が優先するも

のとします。お客様が使用した購入注文書やその他の業務用書類における条項が、本契約



書の条項に代わって適用されることはないものとし、これらの業務用書類は、事務処理用

としてのみ使用されるもので、本契約書、補足書または注文文書の変更につき法的効力を

有しないものとします。  

 

27．MSP としてのサービス提供目的のためのセキュアエニウェアビジネスソリューショ

ンの使用．お客様が MSP（Managed Service Provider）としてセキュアエニウェアビジネ

スソリューションのライセンスを受けた場合は、お客様によるセキュアエニウェアビジネ

スソリューションの使用については、本第 27 項の規定が適用されます。本契約の第 27 

項の規定と他の規定が抵触する場合、本項の規定が優先します。 

 

 a． 定義．本第 27 項において、以下の用語は以下の意味で使用されます。 

1． 「受益者」とは、自社の内部的事業目的のために、お客様が本契約に従い行う MSP 

サービスの提供を受ける第三者を意味します。 

2．「個人情報」とは、受益者によりもしくはその指示によりお客様に提供され、または受

益者によりもしくはその指示によりアクセスが供与される情報で、個人を特定しもしくは

特定するためにまたは個人を認証するために使用することができるものであり、政府が発

行した ID 番号、 財務上の ID 番号、氏名、住所、電話番号、e-メールアドレス、その

他のユニークな識別子を含まれますが、これらに限定されるものではありません。 

3．「MSP サービス」とは、お客様が MSP として、セキュアエニウェアビジネスソリュー

ションを使用して、受益者に対しお客様の注文文書所定の数量の対象端末につき提供する

サービスを意味します。 

4. 「標章」とは、本契約に関して一方当事者が随時他方当事者に提供する一切の商標、サ

ービスマーク、商品外観、商号、ドメインネーム、社名、ブランド名、製品名、 固有の

ロゴ、固有のシンボル、その他の出所表示を意味します。 

5．「対象端末」とは、お客様が MSP サービスを提供する対象のデバイスを意味します。 

 

b．ライセンスの許諾．本契約書の第 3 項、第 4 項、第 12 項及び第 27.c 項に従うこ

とを条件として、ウェブルートはお客様に対して、(1)(i)サービス ドキュメントを複製

し、(ii)デスクトップソフトウェアまたはモバイルソフトウェアをインストールして使用す

ることにつき非排他的なライセンスを許諾し、(2)お客様にセキュアエニウェアビジネスソ

リューションを提供するべく商業上合理的な努力をいたします。このいずれについても、

お客様が受益者に対してその内部的事業目的のために提供する MSP サービスの一環とし

てのものとします。この内部的事業目的のための使用は、お客様に提供されるセキュアエ

ニウェアビジネスソリューションとサービスドキュメントの最新版を、潜在的受益者に対

して MSP サービスのデモを行う非製造目的でのみ使用し開示することを含むものとしま

す。  



c．使用条件．以上の第 27.a 項に記載の条件に加えて、お客様がセキュアエニウェアビジ

ネスソリューションを使用する条件として、お客様は、(1)故意に受益者に対して第 27.a 

項の条件の違反となる行為をさせないものとし、また(2)セキュアエニウェアビジネスソリ

ューションを第三者に対する MSP サービス以外のサービスの提供目的で使用させないも

のとします。  

d． 商標ライセンス．本第 27.d 項に従うことを条件として、各当事者（「標章許諾者」）

は他方当事者（「標章実施権者」）に対して、その標章を MSP サービスを販売する目的に

のみ使用し、 複製する非独占、譲渡禁止、再許諾禁止のライセンスを許諾します。本項

で明文により許諾される権利以外の権利は一切許諾されません。各当事者は、他方当事者

がその標章につき有する排他 的権利を承認し、この権利に合致しない行為は何らしない

ことに同意いたします。標章実施権者は、標章許諾者の要求に応じ、標章許諾者がその標

章（「許諾標章」）についての排他的な権利を確立し、保全するために必要または有益と合

理的にみなす行為につき、標章許諾者の費用で協力することに同意します。標章実施権者

は、許諾標章に類似して混同の恐れがあり、または許諾標 章の結合標章となるような標

章もしくは商号を採用し、使用しもしくは登録を試みないものとします。例えば、お客様

は、ウェブルートの事前の書面による承認なしに、Webroot または SecureAnywhere の

語をお客様のドメインネームに取り入れることはできません。標章実施権者 は、標章許

諾者が随時提供するガイドラインに従って許諾標章を使用 するものといたします。 標章

許諾者の要求があるときは、標章実施権者は直ちに許諾標章の使用方法を修正しまたは使 

用を中止するものといたします。  

 

e．ブランディング．お客様は、MSP サービスの販売・販促に使用される一切の資料にお

いてウェブルートの認める方法で、且つ本契約およびウェブルートがお客様に提供するガ

イドラインにおいて定める制限と条件に従い、ウェブルート標章をセキュアエニウェア 

ビジネスソリューションと MSP サービスを特定するために使用するものといたします。

お客様は、常に、セキュ アエニウェアビジネスソリューション、MSP サービス、ウェブ

ルートの名声、グッドウィル、 評価に有益な態様で事業活動を行うものとします。 

 

f． 広報．ウェブルートとお客様は、本契約及び両者間の関係の広告及び広報について相

互に連絡して、協力するものとし、事前に相手方の書面による同意を得て広告及び広報を

行うものとします。 

g．法令順守、個人情報．お客様は、MSP サービスの提供に当たり、常に一切の適用法令

を遵守するものとします。お客様は、MSP サービスの提供に際して個人情報を受領しまた

はアクセスすることがあることを認識いたします。お客様は、すべての個人情報を厳重に

秘密に保持し、当該個人情報の収集、受領、送付、保管、処分、使用および開示に関し

て、国外、国内の、国及び 地方の一切の適用法令および指令を遵守し、お客様が管理ま



たは保有する個人情報の無許可の 収集、受領、送付、保管、処分、使用および開示につ

き責任を負うものとします。以上の規定を限定することなしに、お客様は、専らお客様と

その受益者が、お客様が MSP サービスの一環として個人情報を処理するにつき、当該情

報の個人から、その自由意思による、個別の、十分な情報に基づく明確な同意を得ること

に責任を負うものとします。その目的のため、お客様は、一切の該当個人に対して、見落

とされることのない明確な通知により、以下の事項を説明し、またはお客様の受益者にこ

れを説明させるものとします。(1) お客様が MSP サービスの一環として個人から収集す

る個人情報の正確なカテゴリー及び当該個人情報につきお客様が行う事項、(2) 個人情報

収集の目的、(3)当該個人情報が第三者に開示されるか否か、(4)お客様による個人情報 保

護の方法、および(5)個人情報の保持に関するお客様の方針。 

 

h．お客様による保証．お客様は、セキュアエニウェアビジネスソリューションに関し、

本契約におけるウェブルートの保証に合致しない虚偽又は欺瞞的な表明もしくは保証をし

たり、公表したりしないものとします。 

 

i．個人情報に係るお客様の補償．お客様は、(1)お客様による個人情報の無権限の開示ま

たは、 (2)第 27.g 項もしくは第 27.h 項におけるお客様の義務の不履行の結果ウェブル

ートまたはその関係会社に生ずる一切の損失、損害、責任、不足、判決、利息、罰金、 

制裁金、その他一切の費用につき、ウェブルートおよびその関係会社を補償し、何らの損

害も負わせないものとします。 

 

J．標章許諾者による補償．標章許諾者は、その標章が本契約に従って使用された場合に第

三者の商標権を侵害するとの理由により、第三者から標章実施権者に対して請求がなされ

たことにより標章実施権者に生じた損失につき補償し、標章実施権者を防御して、損害を

負わせないものとします。標章許諾者の標章が権利侵害の請求の対象となったとき、また

は対象になるおそれがあると標章許諾者が判断するときは、標章許諾者は、その費用負担

において、その選択に従い、 以下のいずれかの措置をとることができるものとします：

(1)標章実施権者が本契約により許諾 された権利を継続して行使する権利 を標章実施権者

のために確保する、(2)許諾標章を差し替え または修正して権利侵害の 無いものとする、

または(3)標章実施権者に書面による通知をして 本契約を解約する。本項は、以上の請求

及び訴訟に関する標章許諾者の唯一の義務であり、標章 実施権者の唯一の権利といたし

ます。  

 

k．独立契約者．お客様のウェブルートとの関係は、顧客関係であり、相手方の代理人 ま

たはパートナーではありません。お客様は、ウェブルートの代理権限を保有するものでは

なく、第三者にそのような権利を有するとの保証をしてはなりません。 



 

28. 反社会的勢力の排除 

契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のい

ずれにも該当しないことを確約します。 

(1)自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行

為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号)、暴力団員(暴力団員による

不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号)、暴力団員でなくなった時から 5 年間を

経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を

有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること 

(2)自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること 

(3)自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で

暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させて

いると認められること 

(4)自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなど

の関与をしていると認められること 

(5)本契約の履行が、暴力団員等の活動を助⾧し、又は暴力団の運営に資するものであるこ

と 

ｂ．当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に

本契約を解除することができます。 

(1)第 1 項に違反したとき 

(2)自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき 

 ①当社もしくは当社の委託先に対する暴力的な要求行為 

 ②当社もしくは当社の委託先に対する法的な責任を超えた不当な要求行為 

 ③当社もしくは当社の委託先に対する脅迫的言辞又は暴力的行為 

 ④風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、当社もしくは当社の委託先の信用を

毀損し、又は当社もしくは当社の委託先の業務を妨害する行為 

 ⑤その他前各号に準ずる行為 

c．当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、これを賠

償する責を負わないものとします。 

 

 

以上 


